
 

住吉区役所空家対策情報冊子協働発行に関する協定書（案） 

 

 大阪市（住吉区役所）（以下「甲」という。）と株式会社〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、

住吉区民の空き家に役立つ情報をより分かりやすく提供するため、住吉区空家対策情報冊子（以

下「冊子」という。）の発行に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （総則） 

第１条 甲及び乙は、官民協働の精神に基づき、協働して冊子を製作し、乙より甲に納入するも

のとする。 

２ 甲は第２条第１項に定める仕様書に基づきこれを配布するものとする。 

３ 甲及び乙は、この協定書に基づき、協定の内容を誠実に履行しなければならない。 

 

 （冊子の製作等） 

第２条 冊子の発行年月、規格、数量及び引渡し場所等は、「別添 仕様書」のとおりとする。 

２ 甲は、冊子作成に係る必要な情報を乙に提供するものとする。 

３ 乙は、冊子に広告を掲載しようとする者（以下「広告主」という。）を募り、冊子を製作する

ものとする。 

４ 乙は、冊子の製作に要する費用を負担するものとし、その費用は乙が獲得する広告収入によ

りすべてまかなうこととする。ただし、甲が乙に提供する情報作成費用は、甲の負担とする。 

５ 冊子に掲載する情報や広告に対し、甲が検査を行い承認したものについてのみ冊子に掲載す

るものとする。 

６ 冊子の校正作業は、甲及び乙が協力して行い甲の校了をもって製作するものとする。 

 

 （広告の販売等） 

第３条 冊子に掲載する広告の仕様及び内容は、「大阪市広告掲載要綱」、「住吉区役所広告掲載要

領」の内容を満たすものとする。 

２ 乙は、広告主を募るに当たって、協働を基本に甲と協力し、地域事業者に対し十分な説明を

行い、広告の販売を行うものとする。 

乙から依頼があった場合は、甲は必要と認める範囲で、地域団体等に対し協力要請を行ない、

乙の支援を行うものとする。 

３ 乙は、広告募集活動において、事前に甲の承諾を得た上で甲の市章等を使用することができ

る。 

４ 乙は本協定の履行に関して、甲から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速

やかにこれに応じるものとする。 

 

 （冊子の発行に関する責任） 

第４条 甲及び乙は、冊子の発行に関し、第三者からの苦情及び何らかの問題（以下「苦情等」

という。）が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応するものとする。 

２ 甲が乙に提供した情報に係る苦情等に関し、甲はその責任を負うものとする。 

３ 乙は、乙が主体的に掲載した情報及び広告掲載に係る苦情等に関し、その責任を負うものと

する。 

 

 （発行の見直し等） 

第５条 冊子は、協働を基本として実施するが、社会情勢の変動や甲又は乙の責めに帰する理由

により、その発行に不適切な事情が生じた場合には、甲乙協議の上、発行の全部又は一部を中

止することができる。 



２ 前項の規定による中止のために要した費用については、甲の責めに帰するものは甲が、乙の

責めに帰するものは乙が負担するほか、甲乙いずれにも帰責事由がない場合は、甲乙協議の上、

それぞれが負担するものとする。 

 

（損害賠償） 

第６条 乙は、この協定の履行に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。 

 

  (第三者への損害) 

第 7 条 この協定の履行に関し第三者に損害を与えた場合の処理は、甲の責めに帰する事由によ

るものは甲が、乙の責めに帰する事由によるものは乙が、その負担と責任において、一切を行

うものとする。 

 

（電子書籍等への転用） 

第８条 冊子又は冊子に掲載された情報について、利用者の利便性の向上を推進するため、次項

に規定するＷＥＢ環境を用いた電子書籍等へ転用することができるものとする。 

２ 電子書籍は次の情報サイトで提供できるものとする。 

（１）甲が運営するサイト（ホームページ等） 

（２）乙が運営するサイト（地域情報サイト等） 

（３）その他、甲及び乙の双方が認めるもの 

３ 甲及び乙のそれぞれのサイトに掲載する電子書籍については、それぞれの責任と費用負担に

おいて製作・管理・運営を行うものとする。 

４ 甲の申し出があった場合、乙は乙のサイトに掲載する電子書籍の内容の修正を行う。ただし、

その修正の範囲は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 （権利義務の譲渡等の制限） 

第９条 乙は、この協定により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若し

くは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た

場合は、この限りではない。 

 

（著作権の帰属） 

第１０条 甲が所管する発行物やそれに付随するイラスト等を乙に提供する場合、その発行物等

の著作権は、すべて甲に帰属し、乙が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、甲の許可を得るも

のとする。また、乙が製作する発行物やそれに付随するイラスト等の著作権は、乙に帰属し、甲

が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、乙の許可を得るものとする。ただし、第８条に関連す

る場合は手続きを省略するものとする。 

 

（機密の保持） 

第１１条 甲及び乙は、この協定の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

 （協定の期間） 

第１２条 協定の期間は、協定の日から令和８年１月 30 日までとする。ただし、第１条第２項、

第４条、第８条、第 10 条及び第 11 条については、本協定が終了した後も有効に存続するもの

とする。 

 

（事業完了の報告書の提出） 

第１３条 乙は、本業務完了後、精算報告を含んだ事業完了の報告書を提出する。 

 



（その他） 

第１４条 冊子は、甲及び乙の信義誠実を基本として発行するが、この協定に関し疑義が生じた

とき、又はこの協定に定めのない事項については、双方協議の上、定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲及び乙の記名押印の上各自１通を保有する。 

 

  令和   年  月  日 

 

甲 大阪府大阪市住吉区南住吉３丁目 15番 55号 

大阪市 

協定締結担当者 

住吉区長 

          

 

 

    乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

             〇〇〇〇 

             〇〇〇〇 
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２、校正は２回迄とする。

３、全ての内容は関係法令で定める基準に準拠したものでなければならない。

４、乙は、製作に当たり、全般にわたって甲と連絡、調整しながら行うものとする。

５、2回目以降発行の仕様に関しては、初年度仕様を基本とし、別途協議の上決定するものとする。

558-8501

大阪府大阪市住吉区南住吉３丁目15番55号

住吉区役所

政策推進課

06-6694-9957

備考
※区作成依頼ページ（１ページ）を含む。内容については協議の上、決定する。

※本市及び当区の空家に関する課題を把握し、内容について選定した上で各ページを作成すること。

※オモテ表紙への広告掲載は不可とする。

※広告数や広告のレイアウトは事業者選定会議で審査された提案作品と同等とする。変更がある場合は、別途協議の

上決定するものとする。

※紙質は例示であり、同程度の耐久性のある紙であれば使用可。

※「大阪市グリーン調達方針」（https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html）別表の（２１-２）印刷の

【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について十分配慮されていること。ただし、【判断の基準】＜共通事項＞①

の紙に関する部分は適用しないものとする。

※印刷は全ページ4色フルカラー印刷を基本とする。

１、仕様書に記載された範囲における冊子の編集、印刷、製本等に係る費用は、乙が全額負担するものとし、甲は一切

の負担をしないものとする。

納品先

建物名・部署

担当課

郵便番号

所在地

電話番号

職員

その他病院、高

齢者施設等、
予備

来庁者 配架

来庁者 配架 300

利用者等 配架 1,010

100

10P以上

随時
詳
細

随時

随時

住吉区民

拠点・事業 部数

70随時
区主催のイベン

ト

空家セミナー 3 職員 相談者 配布 60

随時 窓口 1 職員

庁内施設・郵便

局
3 職員

3 職員 来場者 配付

配布方法と部数内訳の詳細（住吉区が配付）

方法時期

令和７年度中

（１回）

地域活動協議

会会長会
1 職員 町会班回覧 配付 4,460

主な配布対象者

中
コート紙もしくは

上質紙

拠点数 配布元 配布先

冊子の仕様

令和8年1月30日まで

サイズ 綴じ 総P数 広告数 表紙紙質 本文紙質発行部数

コート紙もしくは
上質紙

6,000 A4 任意

仕様書

基本情報

都道府県 市区町村 媒体種別 発行元

大阪府 住吉区役所大阪市住吉区 空家

発行頻度 協定期間内の納入回数 うち、今回の回数

1年に1回 1回

令和8年2月 発行日～ 令和9年3月31日 　翌開庁日より配布開始

1回目

スケジュール

納品日 発行日 配布期間 ※開始日が閉庁日の場合

 


